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人事労務レポート 
 

★★ 今回のテーマ ★★ 

特定求職者雇用開発助成金 

＜平成 19 年 10 月支給額の変更＞ 

発行元 ： 社会保険労務士 山口事務所 
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平成 19 年 10 月 1 日以降の雇い入れから、特定求職者

雇用開発助成金の支給額が変更されます。 

今回は、高年齢者、障害者等の就職が困難とされる方を

雇用した場合に支給される本助成金について、支給要件、

申請の流れ等をあらためて確認し、支給額の変更点をお

伝えしたいと思います。 
 

１. 助成金の概要 
高年齢者や障害者、母子家庭の母等、就職が困難とされ

る求職者をハローワークまたは有料・無料職業紹介事業

者の紹介により雇い入れた事業主に対して支給される助

成金です。 

自社ホームページやリクナビ等の求人媒体を通じて雇い

入れた人は対象となりません。また、ハローワークのインタ

ーネットサービスを通じて採用した人も対象外です。実際に

ハローワークの相談窓口で紹介を受けた人が本助成金の

対象となります。 
 

２. 助成金対象者の要件 
下記の高年齢者や障害者等をハローワーク経由で雇い

入れることが必要です。 

【高年齢者、障害者等】 

・60 歳以上の方 

・身体障害者 

・知的障害者 

・精神障害者 

・母子家庭の母、等 

【重度障害者等】 

・重度身体障害者 

・身体障害者のうち 45 歳以上の人 

・重度知的障害者 

・知的障害者のうち 45 歳以上の人、等 
 

＜このような場合、助成金は支給されません。＞ 

①雇い入れ以前（過去 3年間）に対象労働者がアルバイ

トや派遣、請負等で勤務したことがある。 

②採用後の労働条件が紹介時点と異なり、それについて

本人より申し出があった。 

③助成金の支給対象期間中（雇い入れから約 1年間）に

対象労働者を会社都合で辞めさせた。 
 

３. 助成金額は？ 
平成 19 年 10 月 1 日以降に雇い入れた人から、本助成

金の支給額が変更となります。今までは前年度の平均賃

金をもとに計算をしていましたが、今後は定額制となりま

す。金額自体は増額されたといえます。 

＜現行：平成 19 年 9 月までの雇い入れ＞ 

 
高年齢者 

障害者等 
重度障害者等 

支給額 
平均賃金の 

約 1/3 

平均賃金の 

約 1/2 

 

 

 

＜変更後：平成 19 年 10 月以降の雇い入れ＞ 

 
高年齢者 

障害者等 
重度障害者等 

支給額 
60 万円 

(助成期間 1年) 

120 万円 
(助成期間 1年半)

＊金額はいずれも中小企業に対する助成額。 

短時間労働者は除く。 
 

■助成期間 1年の場合 

⇒半年ずつ 2回に分けて申請（30 万×2） 

■助成期間 1年半の場合 

⇒半年ずつ 3回に分けて申請（40 万×3） 
 

４．申請までの流れ（助成期間1年の場合） 
①ハローワークで求職申込・仕事紹介（本人） 

  ↓ 

②面接、採用決定 

  ↓ 

③雇用保険加入 

  ↓ 

④第１回目支給申請 30 万円（③より約半年後） 

  ↓ 

⑤第２回目支給申請 30 万円（③より約 1年後） 

 

特定求職者雇用開発助成金について、ご不明な点があり

ましたら、山口事務所までお問い合わせください。 

今年 6 月の講義に引き続き、12 月に三鷹ネットワーク大学ベ

ンチャーカレッジで講義を行います。テーマは「人を雇うという

ことは？雇用管理の実際」です。起業を志す人を対象に採用

から退職までの一連の流れ・注意点を実例を交えながら解説

します。前回は 20 歳の女子大生から定年後独立を目指すと

いう方までいろんな人が参加していました。今回はどんな方に

出会えるのか、今からとても楽しみです。 

● コラム ● 

― 今月の主な労務・税務の手続き ― 

・算定届にもとづく社会保険料の改定（9 月分～） 

・厚生年金保険料率の変更（9 月分～） 


